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機構図 

 

 ＪＡの概況・組織 

平成２８年５月１日現在
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役員構成     （平成２８年５月１日現在） 

 

役 職 名 氏 名 摘 要 

代表理事組合長 久保田 惠一  

代表理事副組合長 磯 辺  隆  

代表理事専務 富田  修 一  

常務理事 船見  信 治 総務・営農経済担当 

常務理事 石塚  栄 一 信用事業担当 

理 事 岡野  岩 雄  

 〃 鈴木  伸 司  

 〃 長島  洋 治  

 〃 高野  一 男  

 〃 荒 川  渡  

 〃 吉井  安 幸  

 〃 中山  英 男  

 〃 山口  和 弘  

 〃 大山  嘉 也  

 〃 小林  弘 嗣  

 〃 浅野  良 一  

 〃 内 田  收  

    〃 細谷  博 之  

    〃 森戸  誉 史  

    〃 田山  久 夫  

    〃 小松 崎  悟  

 〃 村尾  節 子  

 〃 宮窪  安 子  

 〃 山崎 美栄子  

代表監事 藤井  明 良  

常勤監事 大野  静 夫 員外監事 

監 事 保田  正 明  

監 事 幡谷  邦 雄  
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組合員数    （平成２８年１月３１日現在） 

（単位：人・団体） 

資 格 区 分 平成２６年度 平成２７年度 

正

組

合

員

 

個 人 

男 性 1,192 4,714 

女 性 129 732 

 計 1,321 5,446 

法 人 6 18 

小  計 1,327 5,464 

准

組

合

員

 

個 人 

男 性 724 2,135 

女 性 199 866 

 計 923 3,001 

法人または団体 22 55 

小  計 945 3,056 

組

合

員

総

数

 

個 人 

男 性 1,916 6,849 

女 性 328 1,598 

 計 2,244 8,447 

法人または団体 28 73 

合  計 2,272 8,520 
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組合員組織の状況 

 

組 織 名 構成員数 組 織 名 構成員数 

稲作部会（ひたち野地区） 173 名 加工馬鈴薯部会（小川地区） 26 名 

蓮根部会（ひたち野地区） 72 名 カラー部会（小川地区） 5 名 

花き部会（ひたち野地区） 31 名 黄蜀葵根部会（小川地区） 5 名 

ハウス部会（ひたち野地区） 23 名 黒毛和牛繁殖部会（小川地区） 9 名 

梨部会（ひたち野地区） 45 名 女性部（小川地区） 72 名 

果樹園芸部会（ひたち野地区） 8 名 直売所部会（小川地区） 140 名 

加工トマト部会（ひたち野地区） 15 名 青色申告会（小川地区） 80 名 

ねぎ部会（ひたち野地区） 46 名 ニラ生産部会（美野里地区） 18 名 

蔬菜部会（ひたち野地区） 8 名 葱生産部会（美野里地区） 36 名 

酪農部（ひたち野地区） 3 名 バンタム生産部会（美野里地区） 19 名 

産直協議会（ひたち野地区） 7 名 苺生産部会（美野里地区） 18 名 

貸屋部会（ひたち野地区） 57 名 梨生産部会（美野里地区） 14 名 

女性部（ひたち野地区） 203 名 メロン部会（美野里地区） 3 名 

青年部（ひたち野地区） 29 名 茄子生産部会（美野里地区） 21 名 

直売所部会（ひたち野地区） 120 名 ミニトマト生産部会（美野里地区） 7 名 

年金友の会協議会（ひたち野地区） 1,213 名 加工馬鈴薯生産部会（美野里地区） 29 名 

青色申告会（ひたち野地区） 106 名 生食人参部会（美野里地区） 7 名 

ニラ部会（小川地区） 38 名 養豚部会（美野里地区） 3 名 

いちご部会（小川地区） 11 名 栗生産部会（美野里地区） 5 名 

メロン部会（小川地区） 10 名 女性部（美野里地区） 28 名 

タアサイ部会（小川地区） 4 名 年金友の会（美野里地区） 1,051 名 

ほうれん草（小川地区） 13 名 青色申告会（美野里地区） 12 名 

加工トマト部会（小川地区） 8 名 みのり産地直売所運営協議会 

（美野里直売所） 

133 名 

年金友の会（小川地区） 924 名 
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地区一覧 

 

 茨城県小美玉市、石岡市の内石岡、染谷、村上、高浜、北根本、中津川、東田中、東大橋、

小井戸、三村、石川、井関、柏原、半の木、根当、池の台、大砂、碁石沢、栄松、市川、

東野寺、下林、旭台一、二、三丁目、荒金、泉町、大谷津、貝地一、二丁目、柏原町、鹿

の子一、二、三、四丁目、北府中一、二、三丁目、国府一、二、三、四、五、六、七丁目、

正上内、杉並一、二、三、四丁目、杉の井、総社一、二丁目、田島一、二丁目、東光台一、

二、三、四、五丁目、並木、行里川、八軒台、茨城一、二、三丁目、東石岡一、二、三、

四、五丁目、東府中、府中一、二、三、四、五丁目、南台一、二、三、四丁目、谷向町、

若松一、二、三丁目、若宮一、二、三、四丁目の区域 

 

 

店舗等のご案内 

 

店舗及び事務所名 住所 電話番号 

ＡＴＭ 

設置状況 

本店 石岡市南台３－２１－１４ 0299-56-5800  

小川中央支店 小美玉市川戸１３７９－８ 0299-58-3400 １台 

小川支店 小美玉市小川１４８４－２ 0299-58-2731 １台 

南台支店 石岡市南台３－２１－１４ 0299-56-5813 １台 

石岡支店 石岡市府中４－８－１７ 0299-23-2057 １台 

南支店 石岡市三村６９０５－１ 0299-56-3100 １台 

玉里支店 小美玉市上玉里１０４６ 0299-58-1125 １台 

美野里支店 小美玉市竹原２１２０－５ 0299-47-0231 １台 

堅倉支店 小美玉市小岩戸１２５８ 0299-48-1118 １台 

池花支店 小美玉市部室１１６４－９ 0299-48-1664 １台 

 

 

 

特定信用事業代理業者の状況 

 

該当ありません。（平成２８年５月１日現在） 
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役員 

 

（１）対象役員 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は、理事及び監事をいいま

す。 

（２）役員報酬等の種類、支払総額及び支払方法について 

  役員に対する報酬等の種類は、基本報酬と退職慰労金の２種類で、平成２７年度にお

ける対象役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。 

  なお、基本報酬は四半期毎に指定口座への振り込みの方法による現金支給のみであり、 

 退職慰労金は、その支給に関する総代会決議後、所定の手続きを経て、基本報酬に準じ 

 た方法で支払っています。 

                            （単位：千円） 

 支給総額（注２） 

基本報酬 退職慰労金 

対象役員（注１）に対する報酬等 87,501 7,294 

 

対象役員(注 1)に対する報酬等   

 （注１） 対象役員は、理事４３名、監事１１名です。（期中に退任した者を含む。） 

 （注２） 退職慰労金については、本年度に実際に支給した額ではなく、当期の費用とて認識される部分

の金額（引当金への繰入額と支給額のうち当期の負担に属する金額）によっています。 

      なお、基本報酬には、使用人兼務役員の使用人の報酬等を含めておりません。 

 

（３）対象役員の報酬等の決定等について 

  ①役員報酬（基本報酬） 

    役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総代会

において決定し、その範囲内において、理事各人別の報酬額については理事会にお

いて決定し、監事各人別の報酬額については監事の協議によって定めています。 

なお、業績連動型の報酬体系とはなっておりません。 

    この場合の役員各人別の報酬額の決定にあたっては、各人の役職・責務や在任年

数等を勘案して決定しています。 

 

 

 

 役員等の報酬体系 
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  ②役員退職慰労金 

    役員退職慰労金については、役員報酬に役員在職年数に応じた係数を乗じて得た額

を算定し、総代会で理事及び監事の別に各役員に支給する退職慰労金の総額の承認を

受けた後、役員退職慰労金規程に基づき、理事については理事会、監事については監

事の協議によって各人別の支給額と支給時期・方法を決定し、その決定に基づき支給

しています。 

   なお、この役員退職慰労金の支給に備えて公正妥当なる会計慣行に即して引当 

  金を計上しています。 

 

職員等 

 

（１）対象職員等 

 開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当組合の職員で

あって、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受けるもののうち、当組合の業

務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 

 なお、平成２７年度において、対象職員等に該当するものはおりませんでした。 

（注１）対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。 

（注２）「同等額」は、平成２７年度に当組合の常勤役員に支払った報酬額等の平均額としております。 

（注３）平成２７年度において当組合の常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はおり

ませんでした。 

 

その他 

 

当組合の対象役員及び対象職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテ

ークを惹起するおそれのある要素はありません。したがって、報酬告示のうち、「対象役員

及び対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報

酬等と業績の連動に関する事項」その他「報酬等の体系に関し参考となるべき事項」とし

て、記載する内容はありません。 
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